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現在、以下の都市計画決定（変更）案件について告示されています。

※静岡県決定（変更）案件を含みます。凸
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令和5年皿月13園

市告鰭 3”号 都 計画第一穂術櫛地再開発蕊業の決定 ,979 KB)(PDF : 5

市告第 303号 都市計画地区計画の決定(PDF ; 6 025KB)

:令和5年度
令和6年2月6日

売告第--12号一都市計画用減地域の蛮更(PDF : 7,511KB)

市告第 13号 都市計画ごみ焼却場（＝般廃棄物処理施設）の変更(PDF : 13 ,335KB)

§令和4年度
令和5年1月31日

市告第 坦号一都市計画遺滞の変更（蛇松線) (PDF:9 , 23 9:<B)

市告第13号省肺計画用途地域の変更(PDF : 5 ,212KB)

市告第14号省肺計画土地区画整理事業の変更（千本地区土地区画整理事業）

1 ,Z22KB)

(PDF

県告第 62号 都市計画道路の変更（西条千本線) (PDF:2 ,227KB)

令和4年4月22日

市告第 256号 都市計画道協の蛮更（南小林線) (PDF:2 ,953KB)
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市告第 3罫4号 都市計画道路の変更（八幡原線、千本番蕊山線、 下香闘線) (pDF 2 5,980KB)
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令和元年ﾕ0月11国

堀

市告第 321号 地区計画の） ,193 1<B)
＝

PDF1 2

市告第 謹0号 用瀧地域の変更fPDE3 1 ,403 KB)

令和元年6月2喜日

市告第236号 町。大門町。通横町地区) (PDF : ,21,2KB)1

告第 235号 高度素I 変更(PDF:4 .350KB)
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第W号証
の〕一

東駿河湾広域都市計画用途地域の変更（沼津市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

(沼津市）

建築物の

敷地面積の
最低限度

その他

及 び

備 考

建築物の

容積率
建築物の

建蔽率
外壁の後退

距離の限度
建築物の
高さの限度
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第一種
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約 562. 5ha 20／10以下 6／10以下 17.6％

第二種
住居地域

約 252. 2ha 20／10以下 6／10以下 7.9％
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｢種類、位置及び区域は計画図のとおり」

｢その他及び備考欄は種類の面積の合計に対する値」



理 由

ごみ焼却場の都市計画決定に併せ､本地区に将来にわたり、安定的かつ効率的なごみ処理体制

を構築するとともに､新しい技術を活用した、より安全で環境負荷の少ない新ごみ焼却場の整備

をするため、本案のとおり用途地域を変更する。



変 更 理 由

沼津市では、「第5次沼津市総合計画(R3.3月策定)」において、まちづくりの方針の一つと

して「資源循環型のまちづくり」を挙げており、市民や事業者の理解と協力を得ながら、ごみの

発生抑制・再利用・再資源化を行い、ごみの減量に努めるとともに、環境負荷や市民への負担も

少ないごみ処理システムの構築を目指している。

また、「第2次沼津市都市計画マスタープラン(H29. 1月策定)」では、将来にわたり、安定的

かつ効率的なごみ処理体制を維持するとともに､新しい技術を活用した、より安全で環境負荷の

少ない新ごみ焼却場の整備を推進している。

このような中において、本市のごみ焼却施設である清掃プラントは、昭和51年10月に竣工

してから45年以上稼働しており、本市が実施した建築物の耐震診断では、管理棟、工場棟とも

に震度5強クラスの地震に対して耐震性能を有していないと評価されたことから、早急に対策

する必要がある。同様に、隣接して設置している中継・中間処理施設（リサイクル施設）も平成

11年1月の竣工から20年以上が経過している。このことから、現在の施設に替わり、施設の集

約による効率的なごみ処理の実現に向けて、新たな中間処理施設の整備が必要となっている。

施設位置については､浸水想定区域など災害ハザードエリアを踏まえた防災面や､道路ネット

ワークの整備状況等を総合的に判断し、沼津市上香貫字ニノ洞及び山ヶ下町を適地として選定

した。

土地利用については、本施設が将来にわたり市民の安定した暮らしを支える重要施設である

ことから、施設整備には振動や臭気等の周辺住宅に対する公害への影響に十分に配慮し、本地区

を住環境と共存する工業系の地域として位置づけていくため、本案のとおり用途地域を変更す

るものである。
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東駿河湾広域都市計画用途地域の変更

（沼津市決定）
計画図 S=1：1．000

凡 例 凡 例

口
符側 点 の 没 明 符胃 服 の 殴 明

上需固平ニノ調2414番1南侭家界脾の腫長1景と包市針目
誼詫轟買山娩中心純の交点：公國軍雀屑，1 穏踊対面麺路誘貢山鯉中心肥1－2

系過原木・沼津鰭中心線から南西寄りに35m殖れ止
平行1mと係巾8↑藏遁路書面山腺中心雄の交点

県遭原木･麺浬畿中心錐から南面番リに36m切れ
た平行腿

２

1～3

3
胴胸化割至厩涙罫と掘遮隙木･掴浬抵中心躯から雨西
寄りに韮、麺血'･写行岨の交点 3－4 市衝作蹟唾男

布間艶胴堅厩斌界と上書貫字ニノ詞241蟻10間儲笠騎
98との猛庵（公卿写委璽）

上菅頁字ニノ河2414番10南侭肇界縫．同241幡1
粛俺珪界唾圃がその運畏峨(公図写参鰐)

4 ＆～I

凡 例

戸 1用産地筆変更区瓢

行 途 罪

大 字 鼻

小 字 界

l…豆I 大 字 名

小 字 名ニノ溝

一 気1租催購珀域

戸 富2硬性屠地酸

一 蕗2唾中高覆住居辱、鎗域

戸言 睡工又地域
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東駿河湾広域都市計画用途地域の変更
（沼津市決定）

参考図（公図写) S=1 :500
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県道原木・沼津鵠中心線から南西寄りに36m誰れナ
平行線と都市計画遠路香貢山線中心鐙の交点

隼0隼0２

市街化鯛整区域界と県道原木・沼津線中心線から南西
寄りに36m離れた平行線の交点

３

市街化蛎整区域界と上香貫字ニノ洞2414秀10南関筆界
總との交点4

稗：稗：

字三ノ洞

凡 例

符号 ｜ 線 の 鋭 明

1～21都市計画適蜀香貫山線中心綴
~

2~‘讓舞嶺津線宇心綴から爾酋寄りに3‘m

3～4 市街化区域界

4~’驫蕊巍濯潅蕊繍筆罪總､風2414書！
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凡 例

戸

一一 一
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山ヶ下町

用途地域変更区域

行 政 界

大 字 界

小 字 界

大 字 名

小 字 名



第W号証のう
東駿河湾広域都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更（沼津市決定）

都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）に4号沼津市新中間処理施設を次のように追加
する。

名 称

ごみ焼却場名
位 置 面 積 備 考

番 号

沼津市上香貫

字ニノ洞、山ヶ下町
沼津市新中間処理施設4 約24,900m 2

｢区域は計画図表示のとおり」



理 由

循環型社会形成推進に係る社会的要請を踏まえ、ごみ処理に伴う環境負荷のさらなる軽減を

図るとともに､将来にわたり安定的かつ効率的なごみ処理体制を構築するため、本案のとおりご

み焼却場を変更する。



変 更 理 由

沼津市では、「第5次沼津市総合計画(R3.3月策定)」において、まちづくりの方針の一つと

して「資源循環型のまちづくり」を挙げており、市民や事業者の理解と協力を得ながら、ごみの

発生抑制・再利用・再資源化を行い、ごみの減量に努めるとともに、環境負荷や市民への負担も

少ないごみ処理体制の構築を目指している。

また、「第2次沼津市都市計画マスタープラン(H29.1月策定)」では、将来にわたり、安定的

かつ効率的なごみ処理体制を維持するとともに､新しい技術を活用した、より安全で環境負荷の

少ない新ごみ焼却場の整備を推進している。

このような中において、本市のごみ焼却施設である清掃プラントは、昭和51年10月に竣工

してから45年以上稼働しており、本市が実施した建築物の耐震診断では、管理棟、工場棟とも

に震度5強クラスの地震に対して耐震性能を有していないと評価されたことから、早急に対策

する必要がある。同様に、隣接して設置している中継・中間処理施設（リサイクル施設）も平成

11年1月の竣工から20年以上が経過している。このことから、現在の施設に替わり、施設の集

約による効率的なごみ処理の実現に向けて、新たな中間処理施設の整備が必要となっている。

施設位置については､浸水想定区域など災害ハザードエリアを踏まえた防災面や､道路ネット

ワークの整備状況等を総合的に判断し、沼津市上香貫字ニノ洞及び山ヶ下町を適地として選定

した。

以上のことから、循環型社会形成推進に係る社会的要請を踏まえ、ごみ処理に伴う環境負荷の

さらなる軽減を図るとともに、将来にわたり安定的かつ効率的なごみ処理体制を構築するため、

本案のとおりごみ焼却場を変更する。
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東駿河湾広域都市計画ごみ焼却場

（一般廃棄物処理施設）の変更
4号沼津市新中間処理施設 （沼津市決定）

計画図 S=1:1,000
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東駿河湾広域都市計画ごみ焼却場

（一般廃棄物処理施設）の変更
4号沼津市新中間処理施設 （沼津市決定）

参考図（公図写) S=1 : 500
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環境影響評価法の一部を改正する法律案の閣議決定について

……‐叉岬乞習f･雫廻 』 ．⑬4郵 墾 轟 韮旦噌ﾕ?且さば●壁a、島B‐‐丞一ご－.＝_.‐，器.~_宝自室茸~ま詞孟一二三一戸 ＝＝雨工恭一秤マアーーーーー＝ あF - ムー ーヨーー ー 一ﾛq 込昌≦凸ニエ ー ー ー ニェ .- F. … 矛rE.垂 肉剰,､_ －．－首一 二 一 司 摩 巳■■‘－－=－ I

「環境影響評価法の一部を改正する法律案」が本日3月11日（火）に閣議決定されましたので、お

知らせします。本法律案は第217回通常国会に提出する予定です。

'。 法改正の背景
環境影響詔面法は、事業者自らが事業の実施前に環境保全のための検討をし、よりよい事業計画を

作り上げていくためのプロセスを定めた手続法として、1997年（平成9年）に制定されました。

環境影響評価法の施行から四半世紀以上が経過し、近年、環境影響詔面手続（アセス手続）の対象

となる工作物についても建替えの時期を迎える事業が見られるようになってきていますが、現行の環

境影響評価法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに関する規定がなく、新規事業と同

様の手続を課している状況にあります。

また、現行の環境影響評価法に基づき、事業者は環境影響評価に関する書類（アセス図書）を作成

し、公表していますが、その期間は概ね1ヶ月程度に限られており、後続事業のアセス手続等に十分

に活用できていないといった課題も明らかになってきているところです。

本法律案は、このような背景を踏まえ、建替えに関するアセス手続の見直し、アセス図書を環境大

臣が継続公開する規定の整備等を行うものです。

'。 法律案の概要
事業者が、既存の工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接する区域に新設する事業

を実施しようとする場合には、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査・予測・

評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえた環境の保全の

ための配盧の内容を明らかにするものとします。

また、環境大臣は、あらかじめ、事業者の同意を得た上で、事業者が作成したアセス図書を公開す

ることができることとします。

|・施行期□
本法については、一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日から施

行することとします。
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五
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
（
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公

四
第
二
十
七
条
（
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

三
第
十
六
条
（
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
期
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と

二
第
七
条
（
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表

当
該
公
表

声
一
‐
ン
」
。

’
第
三
条
の
四
第
一
項
（
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
書

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
準
備
書

が
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価
方
法
書

環
境
大
臣
は
、
事
業
者
等
が
次
の
一
か
ら
五
ま
で
に
掲
げ
る
手
続
を
経
た
と
き
は
、
一
か
ら
五
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
そ

る
公
表

当
該
公
表
が
さ
れ
た
配
慮
書

（
第
五
十
二
条
関
係
）

－ 2 －



第
四

施
行
期
日
等

表
当
該
公
表
が
さ
れ
た
報
告
書

第
三

そ
の
他

四
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

三
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に

こ
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

一
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

○

行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
附
則
第
一
条
関
係
）

－ 3 －
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※このほか、平成23年改正において手当てする必要があった法第21条、第41条及び第54条について、
規定の修正を行う。

＜施行期日＞公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
ただし、②については公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日
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第1章 総則

1．1 目的

平成22年度より、一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施設又はし尿処理施設）の基幹的

設備改良事業を「循環型社会形成推進交付金」に追加し、施設の長寿命化及び地球温暖

化対策を推進してきた。

平成27年度より、災害対策や地球温暖化対策の強化を図るため、基幹的設備改良事

業について所要の見直しを行った。これを踏まえ、本マニュアルは、基幹的設備の改良

に関する情報を市町村等に提供することにより、一般廃棄物処理施設における長寿命化、

地球温暖化対策及び災害対策を総合的に推進するほか、自立・分散型の「地域エネルギ

ーセンター」の整備推進を目的とする。

【解 説】

○ 廃棄物処理施設整備計画（平成30年6月閣議決定）（以下「施設整備計画」という｡）

には、人口減少等の社会構造の変化に鑑み、ハード・ソフト両面で、3R･適正処理

の推進や気候変動対策、災害対策の強化に加え、地域に新たな価値を創出する廃棄物

処理施設の整備を推進することを示している。また、持続可能な適正処理の確保に向

けた安定的・効率的な施設整備として、ストックマネジメントの手法を導入し、既存

の廃棄物処理施設の計画的な維持管理及び更新を推進し、施設の長寿命化・延命化を

図るべき旨が示されているところである。

○ 市町村等のごみ焼却施設の築年数ごとの分布によれば､平成30年度末時点でごみ焼却

施設1,082施設の内、築年数30年を超える施設が181施設、築年数40年を超える施

設が35施設ある。ダイオキシン類対策のため平成当初以降に整備したごみ焼却施設

も更新時期を迎え、これまで耐用年数とされてきた20年を大幅に超える施設が多数

あるが、今後も発生しうる大規模災害への対策を強化するために、緊急時にも重要イ

ンフラ施設となる廃棄物処理施設は、老朽化した施設の更新・改良を適切なタイミン

グで進める必要がある。

○ 基幹的設備改良事業の導入効果として、施設性能を維持しつつ延命化することによっ

て既存施設の有効利用が図られ、中長期的に財政負担が平準化・軽減することが期待

されると同時に、最新型設備による省エネルギー対策、高効率なエネルギー回収等に

より、より一層の地球温暖化対策が推進されるとともに、災害廃棄物処理体制の強化、

地域のエネルギーセンターとしての活用についても期待できるようになる。

1－1



1.2 用語の定義

本マニュアルにおいて使用する用語を、以下のとおり説明する。

1） 基幹的設備改良（基幹改良）事業

燃焼（溶融）設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備など、ごみ焼却処理施設を構

成する重要な設備や機器について、概ね10～15年ごとに実施する大規模な改良事業。交

付対象となる事業には、単なる延命化だけでなく、省エネや発電能力の向上などCO2削

減に資する機能向上や災害廃棄物処理体制の強化が求められる。

なお､鍵蕊撚灘騰蕊灘議嬢識繊鴬磯篭霧蕊譲蕊識鎧職鱗瀕総難灘溌蕊辮撫繕鑿溌
錬撫靭蕊灘難慧識蕊篭蕊海扱鰄涯臓諜事業礎職当鐡藤錘職鰔；

2） ストックマネジメント

廃棄物処理施設（ごみ焼却施設、し尿処理施設ほか）などの社会資本のストックにお

いて、求められる性能水準を保ちつつ長寿命化を図り、ライフサイクルコスト（施設が

建設～稼動～廃止されるまでに費やされる建設費、管理費､解体費などの生涯費用総計）

を低減するための技術体系及び管理手法の総称。

3） 長寿命化総合計画

自治体等が定めるストックマネジメントに関する具体的な計画で、「施設保全計画」と

「延命化計画」により構成される。施設保全計画は、日常的・定期的に行う「維持・補

修データの収集、整備｣、「保全方式の選定｣、「機器別管理基準の設定、運用｣、「設備・

機器の劣化、故障、寿命の予測」に関する計画をいい、また、延命化計画とは、適切な

保全計画の運用に加えて必要となる基幹的設備や機器の更新整備などの延命化対策に関

する計画を指す。

なお、施設の長寿命化に当たっては、施設単位の観点だけでなく、地域単位の観点か

ら必要な施設について長寿命化を図ることにより、施設の更新時に、地域における他の

施設と計画的に集約化することを検討できるようになり、地域事情を勘案した上で広域

的な調整を図るなど、総合的な長寿命化計画を検討することが期待される。

4） 循環型社会形成推進地域計画

循環型社会形成推進交付金の申請の際に必要となる計画で、単に「地域計画」と呼ば

れることもある。対象地域（市町村名、面積、人口）、計画期間、計画の目的などの基本

事項に加え、一般廃棄物等の処理の現状と目標（排出量、再生利用量、減量化量、最終

処分量）などの項目の記載が求められている。
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